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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

静岡県中部に位置する島田市の現在の人口は約 96,300 人。平成７（1995）年の

103,490 人をピークに人口は減少へ転じており、特に、10 代後半から 20 代前半にか

けての若年齢層が転出超過となっている。大学進学などをきっかけに、一度市外へ出

た若者が戻ってくる割合は高くはない。また、市の面積の半分以上を森林に覆われて

いる当市は、山間部を中心に特に高齢化が進展しており、生産年齢人口の減少が喫緊

の課題となっている。 

当市は、東海道の宿場町として、また大井川産の木材を中心とした製材、木製品の

生産地、茶などの産業の集積地として発展してきた。現在では、豊かな水資源、及び

富士山静岡空港や新東名高速道路などの交通アクセスの良さから工場進出も進み、パ

ルプ・紙・紙加工品、生産用機械器具、プラスチック製品、食料品、飲料等の多くの

工場が操業している。特に製造業の就業人口が大きく、市内全就業者のうち約３人に

１人（経済センサスより）が製造業に従事している。その基盤を支えているのは従業

員 300 人以下の中小企業であり、こと製造業に関しては、市内事業所数の約 98％（工

業統計より）を中小企業が占めている。 

しかしながら、近年、急速な少子高齢化による労働生産人口の減少をはじめ、企業

間競争の激化、経済活動の国際化、消費者の需要の多様化などにより、中小企業の労

働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にある。 

当市は、このような状況に置かれている中小企業の振興を図るため、平成 30 年４

月に「島田市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定した。本条例において、中

小企業の振興を当市の重要な施策として位置づけ、総合的に推進し、その活動を支援

していくこととした。また、中小企業による創意工夫、及び自主的な努力による経営

基盤の強化、並びに経営の革新に努める旨を明文化した。 

しかしながら、中小企業の経営の基盤となる保有設備（機械、装置、器具、備品、

工具、建物附属設備、ソフトウエア）は老朽化が進んでおり、生産性の向上を阻害す

る要因となっている。 

今後、当市の中小企業が、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等を行わず

にいれば、厳しい事業環境に追い込まれることが考えられる。このような状況を乗り

越えるため、老朽化が進む中小企業の保有設備を生産性の高い先端設備へと一新させ、

中小企業の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的とし、導入促進基本計画を策

定するものである。 

  

 



（２）目標 

 

 先端設備等導入計画の認定数 50 件/年 

 

 令和３年から令和４年までの２年間における先端設備等導入計画の認定件数は、令

令和３年が 61 件、令和４年が 44 件の計 105 件であり、平均は年間約 50 件となって

いる。今後も同様に推移していくことが見込まれると想定し、過去２年の認定件数の

平均を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

   

 先端設備等導入促進基本計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強 

化に関する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標と 

する。 

 なお、５年間の先端設備等導入計画の場合、計画期間である５年後までの労働生産 

性向上の目標伸び率は 15％以上、計画期間が３年間の場合は９％以上の目標伸び率、 

４年間の場合は 12％以上の目標伸び率を設定することとする。 

 また、広域連携等も含めた地域の中核的な企業を中心とした取組みに係る申請その 

他のグループによる申請については、グループ全体としての指標又は参加者個々の指 

標のいずれでも用いることができることとする。 

 注）労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量（労

働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間）で除したものとする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 

当市の産業構造は、製造業を中心として、日本有数の茶どころとして茶業関連の卸

売業・小売業等多岐に渡る。これらの産業に従事する中小企業者の幅広い取組みを促

すため、本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第 7 条第

１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   

平成の大合併を経て旧島田市・旧金谷町・旧川根町がひとつとなった当市は、中心 

市街地から金谷・川根地区の山間部にいたるまで、広域にわたり中小企業者による産

業活動が行われている。これら中小企業者による幅広い取組みを促すため、本計画の

対象区域は、当市の全域を対象とする。 

 また、中小企業者における取組については、市の枠を超え、海外市場などを見据え 

た連携その他の多様な事業活動についても対象とする。 



 

 

（２）対象業種・事業 

 

当市の産業構造は、製造業を中心として、日本有数の茶どころとして茶業関連の卸

売業・小売業等多岐に渡る。これらの産業に従事する中小企業者の幅広い取組みを促

すため、本計画の対象業種・事業は、当市の全業種・事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 

国が同意した日から２年間とする。 

   

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

３年間、４年間、５年間のいずれかを、中小企業者が選択するものとする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

   

以下の条件に該当する中小企業者である場合、先端設備等導入計画の認定の対象と 

しない。 

 

・雇用の安定に配慮するため、人員削減を目的とした取組である場合は、認定の対象

としない。 

・健全な地域経済の発展に配慮するため、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力と

の関係が認められるものについては、認定の対象としない。 

・市税を滞納している者は、認定の対象としない。 

 


